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年度において袋井市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金の交付を申請するに当たり、次のとおり相違ないことを申し立てます。

１　中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第２条第２項に規定する「中小企業者等」である。
２　本店又は主たる事務所が静岡県内にある。
３　市内に事業所を有する者である。
４　補助金を申請する日の３年前の日から、申請する日の前日までの間に、労働関係法令に係る違反がない。
５　静岡県税及び県内の市町村税等に未納がない。
６　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する 風俗営業（麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。）又は性風俗特殊営業を営む者でない。
７　袋井市暴力団排除条例（平成23年袋井市条例第30号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員等ではない。また、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者ではない。
８　支援対象者は、奨学金の返還に関し、本補助金以外に、他の助成金その他の金銭的支援を受けていない。
９　支援対象者は、支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日、静岡県中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の施行日（令和７年10月１日）又は袋井市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の施行日（令和８年４月１日）のいずれか遅い日以降に採用された者であり、支援事業者が支援対象者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の３月31日において、35歳以下である。
10　支援対象者は、雇用された日の属する年度の初日から５年を経過していない。
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